
本庁舎市民課及び大会議室エアコン更新工事仕様書 

１ 工 事 名  本庁舎市民課及び大会議室エアコン更新工事 

 

２ 工事場所  白石市大手町１番１号 

 

３ 工 期  契約締結日の翌日から令和８年３月２７日（金）まで 

 

４ 工事内容 

既設エアコン一式を撤去し、新規エアコン一式を設置する。 

 

５ 納入品 

（１）参考機種 パナソニック株式会社 PA-P140T7HB ４台 

  ・内訳 白石市役所１階 市民課    ２台 

       （既設機種 CS－P２８０TXCD） 

       白石市役所４階 大会議室  ２台 

       （既設機種 PA-J280TBCD） 

（２）製品の仕様・条件 

・納入品はすべて新品とし、中古品は不可とする。 

・設置するエアコンはそれぞれ独立して稼働するものとすること（既設機は同時ツインタ

イプ）。 

・室内機の設置場所は既存設置箇所と同位置とし、室外機について別紙図面の「室外機  

 設置想定場所」内に設置すること。 

 

６ 特記事項 

①設置場所への搬入・設置・配管配線・調整等の施工に必要なすべての費用を含むこと。 

②配管・配線用の壁穴は既設流用を基本とするが、必要に応じて別途施工することも可と 

 する。ただし、既存壁穴を使用しない場合は、ホールキャップ等を使用して塞ぐこと。 

③既存エアコン一式の撤去・処分費用を含むこと。但し、室外機については残置とし、 感 

 電事故防止のために電源線は遮断処理を実施すること。 

④具体的な設置日については、担当者と協議し決定すること。 



 

※以上の仕様とするが、仕様書と同等品以上であれば参考機種以外の納入についても可と

する。また、仕様明記のない事項及び仕様内容に疑義がある場合については、担当者と協

議するものとする。 



タイル割れ・浮き
及び外壁クラックを修繕

こども未来課 子育て支援課

収納管理室 市民課

既存室内機

既存室外機（地下設置）

市民課室外機設置想定場所



タイル割れ・浮き
及び外壁クラックを修繕

廊下の物品を整理

既存室内機
既存室外機

大会議室

室外機設置想定場所

但し、他の室外機
があるため制限あり


